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一人でも入れる みなさんの労働組合  

千葉東葛ユニオンへ入ろう！ 

新型コロナウイルスがますます広がる状況下、１月21日介護ユニオンの会議は当分延期します。 

 

  
 

 昨年一年間、みなさんとともに頑張りま 

した。団体交渉を経ての紛争解決は6件7

人、解決金は394万円です。 

 特徴的には、不当な解雇・雇止め、そし

て、みなさんの勤務記録を取り寄せてみて

共通するのがサービス残業、明らかに残業

代不払いの場合は不払い分または相当額を

支払わせました。 

 多くの企業に共通するのは残業代不払

い、時間外、休日及び深夜の割増賃支払い

を定めた労基法第37条違反です。年越しで

継続されている団体交渉継続中の２件、民

事裁判で支払い請求をしている１件の経営

側主張の無理無体ぶりが明らかな具体的事

例を裏面で紹介しています。 

紛争解決事例  

  昨年一年間、 

     みなさんとともに頑張りました。 

紛争解決：6件、解決金：394万円＋労基法違反是正など 
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 社会福祉法人陽光会特養東松戸ヒルズで入所

者の暴力により障害を受けたことへの賠償を求

める民事訴訟と不当解雇撤回・賃金補償を求め

る団体交渉、教育学習支援業HM社Tさんの民事

訴訟、製造業R社Bさんのパワハラ防止・事故防

止と残業代支払い要求、M有料老人ホームKさん

の労基法違反是正と労働条件改善要求の、二つ

の訴訟と３つの団体交渉が年越しました。 

 みなさんの知恵と力をひとつにして、これら

の紛争解決に向けて、また「コロナ禍だからこ

そ、生活を支える賃金と人間らしく働ける社会

を求める取り組み」（小畑雅子全労連議長1/6

旗開き）を 、丑年にふさわしく一歩一歩、力

強く進めましょう！ 

   千葉東葛ユニオン 

   執行委員長 金子 政信  

          役員一同 

 

紛争解決の報告：wクリニックで働いていた¦さ

んの有期雇用終了前の不当雇止め事件は、мн月

末、納得のいく紛争解決が出来ました。 

http://www.tokatunokai-union.com/
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Аʯ2 ̂˫˯電話で申し込み

ユニオン仲間（組合員）からの短信 

Ⅰさん 「昨年４月に解雇事件の紛争解決をしました。私は昨

年９月から千葉ポリテクセンターで公共職業訓練を受けていま

す。訓練課程は３月末卒業で、取得した技術を生かす仕事に就

くのが今年の目標です」 

Yさん 「去年のご活やくに感謝！！」 

労基法第37条（時間外、休日及び深夜の割増賃金）違反は許せない！ 

団交などを通じて明らかになった会社の無理無体な主張 

 

!表 

（表から）Ia社の少額訴訟は被告（会社）の不同意で少額訴訟から民事訴訟に移行しました。!

表は団交を通じてユニオンが要求し、Ia社が提出した「勤務記録」の一部です。この勤務記録

は簡裁でも被告証拠として提出されましたが、裁判所は「証拠にならない」（ユニオン通信мн月

号）として「準備書面」提出を求められた代物です。 

 .表は、製造業w社がユニオンに提出してきた.さんの「勤怠並びに時間外勤務表」です。 

.表 

共通する違法脱法行為 労働時間適正把握ガイドライン（基発0120第3号H29年1月）では 

 ガイドラインでは、○始業・終業時刻の確認

と記録は、原則客観的な方法で、○その方法は

使用者が現認して適正に記録、タイムカード、

L/カード、パソコン使用時間記録などの客観的

記録の作成保存を義務付けています。 

 Ia社¢さんは、自ら勤務時間報告をしていま

したが全く無視され一切の残業記録がありませ

ん（!表）。w社.さんは、メッキ工程の作業準

備のため週一回の早出勤務と日常的な始業前出

勤をしていましたが、これも全く記載のない勤

務記録です（.表）。 

 「労働時間とは、使用者の指揮命令下に置か

れている時間のことをいい、使用者の明示また

は黙示の指示により労働者が業務に従事する時

間は労働時間」（労働関係法のポイント 千葉

労働局）だとし、「賃金不払い残業（いわゆる

サービス残業）とは、所定労働時間外に、実際

に働いた労働時間に見合う所定の賃金または割

増賃金の全額あるいは一部を支払わないで労働

させることをいいます。これは労働基準法第от

条違反となります。」（同上から引用） 

 /表は、a有料老人ホームYさんのタイムカー

ドから作成した勤務記録です。タイムカードの

打刻後のт時始業時刻前の時間は、日常的にも

いまは特に新

コロナ感染予

防のためには

絶対不可欠な

手洗い消毒含

む作業準備の

時間です。施

設の「労務指

揮外の時間だ

か ら 認 め な

い」というの

は問題です。 

C表  


